商工・勤労者関係融資制度一覧（平取町）

	制度名
	平取町勤労者生活資金融資
	平取町中小企業特別融資
	平取町中小企業経営改善融資
	平取町地場産業振興融資

	融資対象
	 ⑴町内に１年以上居住し、今後も引き続き居

 住しようとする者。

 ⑵町税を完納している者。

 ⑶北海道労働金庫が融資の償還を確実にでき

 ると認めた者。
	 ⑴中小企業等協同組合法による事業協同組合

 及び企業組合。

 ⑵常時使用する従業員の数が５０人以下の会

 社または個人。

 ⑶前各号１に該当し、かつ町内に独立した事

 業所（店舗）を有し同一事業を引き続き１年

 以上営む者。

 ⑷町税を完納しているもの。
	 ⑴中小企業等協同組合法による事業協同組合

 及び企業組合。

 ⑵常時使用する従業員の数が５０人以下の会

 社または個人。

 ⑶前各号１に該当し、かつ町内に独立した事

 業所（店舗）を有し同一事業を引き続き１年

 以上営む者。

 ⑷町税を完納しているもの。
	 ⑴農林水産等の資源の有効活用を図るための

 加工等の事業

 ⑵地域の特性を活かした産業振興事業

 ⑶その他産業振興上必要と認めた事業

⑷地域の振興発展上必要な事業で、事業を開始するために必要な経費

	資金使途
	 ⑴子弟の教育等に必要な資金。

 ⑵傷病等の療養に必要な資金。

 ⑶冠婚葬祭等に必要な資金。

 ⑷災害等による必要な資金。

 ⑸その他、生活に必要な資金。ただし、土地

 建物等の購入資金及び遊興娯楽に使用する資

 金は除く。
	 ⑴運転資金

 ⑵設備資金

 (経営改善融資条件に該当するものは対象外)
	 経営改善のための新規の設備資金で、店舗・

 生産施設の新改築及び備品・重機械類の新規

 購入等（備品・重機械等の更新、貨物自動車

 及び乗用車等の購入並びに事務所の新改築等

 は対象としない）
	 産業振興を図るため、地域の特性に根ざした地場産業の振興及び地域の活性化を推進しようとする団体及び個人に対し、試験研究及び設備並びに事業開始に要する経費

	
	
	
	
	

	１件当り貸付額
	 １５０万円以内
	 １事業者につき運転資金　５００万円以内

 １事業者につき設備資金　５００万円以内
	 ６００万円以内（ただし、設備等事業費の３

 分の２を限度とする）
	 ３,０００万円以内

	貸付期間
	 ７年以内
	 運転資金　　５年以内（うち据置１年以内）

 設備資金　１０年以内（うち据置１年以内）
	 ９年以内（うち据置１年以内）
	 設備資金　　１０年以内（うち据置2年以内）

 事業開始資金  ５年以内（うち据置1年以内）

	貸付利率
	 一般生活資金１.００％（保証料別途0.6％）

 教育資金　　０.８５％（保証料別途0.6％）
	 返済３年以内　３.５％以内

 返済３年超　　３.７％以内
	３.９％
	３.９％

	保証人・担保
	 金庫の定める保証機関を利用することを原則

 とする。
	 金融機関との約定による。
	 金融機関との約定による。
	 金融機関との約定による

	償還方法
	 毎月元利均等償還（半年賦償還併用可能）
	 一時払い（１年以内償還）又は割賦払い（元

 金均等償還）
	 一時払い（１年以内償還）又は割賦払い（元

 金均等償還）
	 金融機関との約定による

	町の利子補給
	 なし
	借入者に対し借入利子に相当する額を利子補

 給する。(ただし、年５％に相当する額をその

限度とする）融資の際の保証料について保証

協会の保証付の場合は、保証料相当額を補助

する。
	借入者に対し借入利子に相当する額を利子補給する。(ただし、年５％に相当する額をその限度とする）融資の際の保証料について保証協会の保証付の場合は、保証料相当額を補助する。
	本要綱及び市中金融機関から融資を受けた資金に対し5％以内の利子補給。融資の際の保証料について保証協会の保証付の場合は、保証料相当額を補助する。

	申込窓口
	北海道労働金庫静内支店
	平取町商工会
	平取町商工会
	観光商工課商工係

	融資機関
	 北海道労働金庫静内支店
	 苫小牧信用金庫
	 苫小牧信用金庫
	市中金融機関


町では地場産業の振興を図るために積極的な意欲を持って事業を行う企業や勤労者を対象にした融資制度があります。希望される方はお気軽にご相談ください。　　　　　　　　　　　（令和８年度）
※審査の結果、融資を受けられない場合があります。
○申込・問合先については、上記「申込窓口」までお問合せください。　　　観光商工課商工係　　☎01457-3-7703

